
飯田市地方卸売市場ビジョン２０２１ 〈概要版〉 令 和 3 年 3 月
飯田市地方卸売市場

1 策定の趣旨

（１）経緯

飯田市の卸売市場を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少による食料消費量の減少、社会経済構造の変化
に伴う消費者ニーズの多様化や市場外流通の拡大などにより、市場取扱量の減少が続いており、これに伴い市場卸売
業者の経営環境は厳しくなることが懸念されるとともに、生産者、買受人も減少傾向にあります。
このような状況を踏まえ、市民へ安全・安心な生鮮食料品等の安定供給、野菜・果樹を中心とした産地の生産者の市

場を通した支援という卸売市場の役割を果たしつつ、公営企業として健全な経営を図るための方向性を経営戦略の視
点も踏まえつつ整理し、策定するものです。

（２）国からの要請、位置づけ
「飯田市地方卸売市場ビジョン2021」は、国が求める「経営展望」の視点、「経営戦略」の視点を踏まえつつ、飯田市の

産業振興の拠点の一つとしての機能、市公共施設マネジメントの視点も含め、市場の展望、市場運営（経営）の方向性
（戦略）を関係者（事業者、取引先、生産者等）とともに検討を行い、今後10年の方向性として整理を行います。

なお、公共施設マネジメントの視点、変化の大きい市場を取り巻く環境への対応をさらに進めていくため、３年を目途に
事業を検証し、検討を進めていきます。
〈計画期間：２０２１年から２０３０年までの１０か年〉

２ 事業概要

法適・非適区分 非適用 事業開始年度 昭和15年度
職員数 場長：1名(兼任) 係員：若干名(兼任） 市場種別区分 地方卸売市場

◇市場の沿革
飯田市地方卸売市場は、昭和11年、15年の２か年計画で建設され、昭和15年11月9日に「飯田市卸売市場」として
営業開始しました。昭和17年12月に卸売市場法に基づき開設許可を受けて「飯田市地方卸売市場」へ転換し、以来
飯田下伊那地域の中核市場として県内外へ生鮮食料品等を供給してきました。

◇施設・事業者の概要
当市場は、卸売業者３社（青果部１社、水産部２社）、関連事業者１社（附属営業人）により、公設民営方式により運
営を行っています。他の多くの市場と異なり仲卸業者は当初からいません。

＜卸売事業者＞
株式会社 飯田青果
株式会社 マルイチ産商 飯田水産営業所
株式会社 丸水長野県水 飯田水産グループ

＜関連事業者＞
五冷飯田冷蔵 株式会社

＜買受人＞ R2.10.1現在
市内172社
県内121社
県外 51社

◇使用料形態
飯田市地方卸売市場条例に基づき、施設ごと、市場建物の保有状況により使用料を算出し、卸売業者及び関連事

業者から徴収しています。売上高割の使用料は市場用地を各業者へ払い下げた経過から徴収はしていません。
今後、施設の大規模修繕なども想定し、市場のあり方の検討も含め、使用料について関係者と協議・検討を進めて
いきます。

年間取扱高 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R１年度

野菜 9,066 8,811 9,089 9,120 8,115

果実・その他 5,119 1,175 1,176 1,229 3,869

水産物 6,531 6,187 6,082 5,763 5,716

合計 20,719 19,803 19,617 19,112 18,000

年間売上高 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

野菜 2,157 2,118 2,107 2,320 2,087

果実・その他 1,759 1,698 1,601 1,583 1,582

水産物 1,801 1,661 1,518 1,368 1,161

合計 9,017 8,810 8,526 8,271 7,830

◇年間取扱高の推移
取扱高の推移 （単位：ｔ）

◇年間売上高の推移
売上高の推移 （単位：百万円）

（１）事業形態

（２）経営状況（市場、各事業者）



ＳＷＯＴ分析
（ヒアリング結果等より）

外部環境

機会（O） 脅威（T）

○安全・安心、地元産（地産地消）
への関心
○三遠南信道及びリニアの開通に
よる交流人口の増加、商圏域の
拡大
○地元産品のブランド力
○大型小売店舗の改装

○人口減少による域内食料消費
量の減少
○小売店の減少
○市場経由率の低下、市場外流
通の増加
○生産者の高齢化、減少
○大型小売店舗の改装
○高品質な商品への需要

内
部
環
境

強
み
(S)

○飯伊地区の食を支える市場（第
10次長野県整備計画で「地域
拠点市場」の位置付け）
○利便性の高い立地条件（高速IC

や幹線道路）
○東海方面、県内に近い
○野菜、果樹の生産地
○敷地、建物の活用

〔機会（O）×強み（S）〕
●物流拠点機能強化
●飯田市をはじめとする供給圏の
食のニーズをとらえ販売
●仕入先及び販売先拡大のための
営業活動
●販売機能の再構築
●商品に対する新たな価値づくり

〔脅威（T）×強み（O）〕
●施設の効率化によるコストの
削減
●安全・安心の確保
●域産域消の推進
●生産者及び小売店との連携強
化
●環境に対する取組み強化

弱
み

(W)

○施設の老朽化修繕
○買受人の高齢化、減少
○市場内に市道がある
○情報発信力が弱い
○市場一体となった取組みがない

〔機会（O）×弱み（W）〕
●施設の長寿命化
●市場内及び関係業者との連携強
化
●各事業者の情報発信力の強化
●市場施設の有効活用

〔脅威（T）×弱み（W）〕
●経営展望経営戦略策定
●市民へのＰＲによる市場の重
要性認識を向上
●運営体制の強化（民営化、指
定管理）

◇SWOT分析（ヒアリング結果等より）
卸売業者、関連事業者、市場運営審議会委員、庁内関係課等との懇談・ヒアリングを通して実態及び課題を把握し

SWOT分析により課題を整理しました。

本市場の外部環境及び内部環境の評価（SWOT 分析）

３ 情勢変化

（１）県内市場
【地方卸売市場】２２か所 地域拠点市場（青果：15,000ｔ
以上/年、水産： 7,000ｔ以上/年）の状況

長野県内の市場は昭和15年には69市場ありましたが、

小規模市場の整理・統合や配置の再検討などにより、現在
は22市場となってきています。

（２）卸売市場法の改正
卸売市場法は、卸売市場を取り巻く環境変化に対応し、

生産者の所得向上と消費者ニーズへの的確な対応を図る
ため、公正な取引環境の確保及び食品流通の合理化を一
体的に促進する観点での、改正が行われ、令和2年6月に
施行されました。

◇改正のポイント
・「許認可制」から「認定制」へ移行

・共通ルール以外のルール（遵守事項）を市場ごとに任
意設定
・第三者販売、直荷引き、自己買受けなどのルールに
ついて市場ごとに判断

飯田市地方卸売市場



４ 課題

５ 経営の基本方針

（１）安全安心な
運営基盤づくり

（２）生産者、
消費者ニーズへの対応

（３）流通の拠点機能強化

（４）未来の市場の
あり方の研究

◇生産者、消費者ニーズへの対応
人口減少傾向の継続による地域の消費市場の縮小や事業者の高齢化、市場外流通、他事業者参入などの影

響を受け、従来の流通構造における買受人あるいは専門小売店の減少は、市場運営に大きな影響を与えている。
しかしながら、依然として市場を通した流通は地域の中で必要とされており、直売所や他の流通手段との棲み分け、
連携の可能性も検討しながら、事業を継続していく必要があります。
こうした環境変化を踏まえつつ、特に生産者や小売事業者、消費者ニーズへの対応力の強化、また情報発信

を含めたコミュニケーションの深化が重要となっています。

◇安全・安心、環境問題への対応
食品流通における安全・安心、環境問題への対応はさらに重要性が高まってきており、国や社会情勢の変化を
的確にとらえつつ、引き続き対応を進めていくことが重要となります。

◇卸売業者の経営基盤の強化
とりまく事業環境の変化による各卸売事業者、買受人の事業運営について、将来を見据えた検討や取組みをさ
らに検討していくことにより、安定した食品流通の維持に努めていくことが必要です。

◇施設の老朽化
開設以来50年を経る中、これまでも必要な改修を進めてきていますが、今後の施設のあり方の検討とともに、

対応も検討していくことが必要となっています。

◇市場活性化、市場規制緩和への対応の検討
当市場は、産地市場としての機能と消費地市場としての機能を併せ持つ混合型市場となっており、そうした側面

を踏まえつつ、地域農業の将来づくりを進める飯田市農業振興ビジョンや各事業者の中期経営計画なども踏まえ
ながら、あるべき姿と今後の取組を検討していく必要があります。

食の安全安心を確保するとともに、環境への配慮及び品質管理の向上を目指し
た市場の運営基盤づくりについて調査研究を行います。

【産地市場機能】
産地市場として、地域の生産者との連携、育成を強化し、地域の魅力ある農産

物等の安定供給やブランド化も含む高付加価値販売に向けた研究や具体的な取
組を進めます。
【消費地市場機能】
地域の小規模小売事業者や飲食店等との連携を図るとともに、生鮮品等の安
定した供給を目指して、他市場や事業者との連携を強化します。

市場取引の変化に伴い、市場機能の維持、市場内の機能配置を再確認しなが
ら、物流機能の拠点性強化、卸売機能の向上、施設を含む必要な機能強化や再
配置を検討します。

市場の運営体制の調査研究
効率的な市場運営を目指して運営体制等の調査研究を行います。
「公設民営」・・・施設を市が所有し、卸売業者、附属営業人等に貸与する方式
「民設民営」・・・施設を卸売業者等に譲渡し、市場運営を継続する方式
「指定管理者制度」・・・市場の管理、運営にかかる部分について、民間事業者

等の知見やノウハウを活用する制度

「ＰＰＰ事業」・・・民間事業者に施設整備と使用料の範囲内で管理運営を委託し、
市場機能とは関係ない、スーパーやコンビニ等も設置するなど採
算をとれるように運営する方式

安全・安心な生鮮食料品の安定的な食品流通を支える拠点「卸売市場」の維持・発展を目指して



６ 事業者の目標・戦略

７ 投資・財政計画

８ 事後検証、更新等に関する事項

◇財源についての考え方

飯田市の公共施設マネジメントの視点から、今後３年程度をかけて施設の方向性の検討を進めますが、現時点では
当面、現状を維持する想定とします。
施設は開設から50年を経て、老朽化が進んできていますが、屋根、外壁等は状況を見ながら大規模修繕を実施して

きています。業務に影響を及ぼすシャッター等については重量シャッターから中量シャッターへの更新などを進めてきて
います、当分の間、維持補修程度の建設改良を適宜行いながら、対応していきます。

独立採算制の原則に則り、引き続き自主財源（建物使用料）による経営を維持するとともに、健全な経営に努めます。

施設自体の大規模改修や更新を実施するに当たり、現状の使用料水準での経営が厳しいと判断される場合には、使
用料の見直し、使用者の負担等を検討する必要があります。

今後、「未来の市場のあり方の研究」の中で、運営についても選択肢を検討しますが、現時点では当面、現状を維持
する想定とします。

売上高 （単位：百万円）

毎年度、経営計画（戦略）と実績値の比較を実施し、適切な事後検証を行うほか、大幅な乖離が生じた場合には随時、
見直しを行います。

また、その他経営に影響を及ぼす法令等の改正や社会情勢の変化など、市場事業を取り巻く状況に変化がある場合
にも見直しを行い、より効率的なものとなるよう見直しを進めます。

毎年の状況を踏まえて確認を行い、その結果を翌年
度の事業運営に反映していけるよう、市場関係者との
連携による推進体制により進めていきます。

３年を目途に取組みの状況を検証し、あり方の検討

状況も踏まえて進捗管理を行います。

進捗管理及び
継続的なカイゼン

今後の見直し
スケジュール

部門 R3 R4 R5

青果部 12,039 11,919 11,800

水産部 5,601 5,515 5,190

計 17,610 17,161 17,290

部門 R3 R4 R5

青果部 3,591 3,558 3,522

水産部 1,078 1,037 3,997

計 7,672 7,595 7,519

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12
2021 2022 2023 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

取扱高 （単位：ｔ）

圏域の人口減少、生産者や小売店の減少だけでなく、流通経路の多様化による卸売市場経由率の低下や消費

者ニーズの多様化など、本市場を取り巻く環境の変化などを踏まえ、取扱高及び売上高は減少していくことが想定
される。

（１）目標数値

◇計画期間

①地域における集散拠点の強化

・産地市場として地元農産物の集
荷の強化及び生産者の訪問等を
通して新たな価値の創出に努めま
す。

・施設の機能集約、有効活用、定
期的な施設の修繕を行って機能改
善を図っていきます。

・市場の情報発信力の強化を行い、
公正な取引のための情報公開も
行っていきます。

③食の安全・安心の確保

・安全安心な生鮮食料品
を提供するため引き続き
品質管理の強化に努め
ます。

・市民への市場施設の役
割について、認識の向上
に努めます。

・小学校の社会見学の積
極的な受け入れ等を行
います。

②近郊産地の振興と地元小売店
等との連携事業の研究、強化

・小売店、地元スーパーとの連携
により、地元消費者へのＰＲに努め
ます。

・市場関係者の連携により販路の
拡大を目指します。

・少子高齢化等による中食、外食、
加工品の増加等、多様な消費者
ニーズに沿った販売方法を検討し
ます。

（２）基本方針に基づく取組


